
教 職 第 8 5 8 号 

平成 31 年２月７日  

認定こども園設置法人の理事長 

認定こども園に移行予定の施設長   様 

 

                            岩手県教育委員会事務局教職員課総括課長  

 

平成 30年度保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業の実施について 

このことについて、県の補助金交付要綱を別添のとおり策定し、平成 27年度より実施しているところですが、

平成 30年度における当該事業の概要を別添のとおり作成しました。 

つきましては、概要を熟読のうえ、当該事業の補助金交付を希望する場合は、下記により実施計画書を提出

してください。 

記 

 １ 事業内容 

 （１）養成施設受講料 

 対象者１人につき、大学等の受講に要した経費の 1/2（上限 10万円） 

① 対象施設 幼保連携型認定こども園等（移行を予定している施設） 

② 対象者  

  ア 常勤職員として幼保連携型認定こども園等に勤務している者 

    イ アに該当し保育士資格を有している者で、幼稚園教諭免許状を有しない者 

    ウ 特例制度の対象要件を満たす者（保育士資格を有すること。保育士として３年（かつ勤務 

時間の合計が 4,320時間以上）以上勤務経験があること。） 

エ 平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日までの間に、大学等の受講を開始していること。     

 

 （２） 代替幼稚園教諭雇上費 

岩手県子ども子育て支援課が実施する「保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業」にお

いて保育士資格取得に当たっての受講料補助の対象となる幼稚園教諭の代替として、「保育教諭

確保のための保育士資格取得支援事業」の対象施設（公立を除く）に雇上された幼稚園教諭であ

ること。（補助額１日あたり 6,590円） 

 

２ 提出書類 

 （１）養成施設受講料等補助について … 別添様式１ 

保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業（養成施設受講料等補助）実施計画書 

 （２）代替幼稚園教諭雇上費補助について … 別添様式２ 

保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業（代替幼稚園教諭雇上費補助）実施計画書 

 

 ３ 提出期限 

   平成 31年４月１日（月） 必着 

【担当】 岩手県教育委員会事務局 

     教職員課免許担当 谷藤 

TEL 019-629-6124 FAX 019-629-6134 


